
小学生向け食品ロス削減啓発動画制作業務委託

公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

この要領に定める公募型プロポーザルは、小学生向け食品ロス削減啓発動

画を作成するにあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当該業務委

託の受託候補者として選定することを目的として実施するものである。

２ 業務概要

(1) 業務名

小学生向け食品ロス削減啓発動画制作業務委託

(2) 業務内容

別添「小学生向け食品ロス削減啓発動画制作業務委託仕様書」のとおり

(3) 委託期間

契約締結日の翌日から令和６年９月24日（火）までとする。

(4) 委託費

本業務にかかる委託費の上限は、860,200円（消費税および地方消費税を

含む。）とする。

３ 参加資格要件

本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たすも

のとする。

(1) 秋田市内に事業所(本社、支社、支店又は営業所等)を有する法人である

こと。

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しな

いこと。

(3) 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 秋田市暴力団排除条例（平成24年秋田市条例第10号）第２条に規定する

暴力団および暴力団員に該当しない者であることならびにこれらのものと

密接な関係を有する者でないこと。

４ 本件に対する質疑

(1) 本件に関する質疑は、質問票（様式第１号）により受け付けるものとす

る。
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(2) 受付は、令和６年４月16日（火）から同月24日（水）午後５時まで（必

着）とし、電子メールにより秋田市環境部環境都市推進課へ提出すること。

電子メール：ro-evcp@city.akita.lg.jp

(3) 提出された質疑に対する回答は、令和６年４月26日（金）までに電子メ

ールで、質問者に回答する。なお、質問と回答は、秋田市ホームページで

公開するものとする。

５ 参加方法

本企画提案に参加しようとする者は、次に定めるところにより参加表明書

等を提出すること。

(1) 提出書類

ア 公募型プロポーザル参加表明書（様式第２号）

イ 会社パンフレット

※ない場合は、会社名、所在地、業務概要、会社設立年月日などを記

載したもの（Ａ４版）を提出すること。

ウ 誓約書（様式第３号）

エ 市税に未納がない証明書（写し可）

(2) 提出期限

令和６年５月８日（水）午後５時までに秋田市環境部環境都市推進課に

持参すること。

(3) 受付時間

平日の午前９時から午後５時までとする。

(4) 参加可否の通知

企画提案の参加可否は、提出書類に基づき審査の上決定し、令和６年５

月13日(月）までに電子メールで通知する。なお、参加資格を満たさない

者には、その理由を付して通知する。

６ 企画提案書類の提出

企画提案に参加する事業者は、企画提案書類を次により提出すること。な

お、提案は１者１案に限るものとする。

(1) 提出書類

ア 企画提案書

提案は、仕様書の内容に沿ったものとし、以下の内容を記載すること。

様式は自由、ただしＡ４版を基本とし、Ａ３版等を用いる時は、Ａ４サ

イズに折りたたんで提出すること。
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【記載内容】

①業務への取り組み方針、考え方

②動画の内容（制作手法、構成、ナレーション等）

③小学生が楽しみながら学べるために工夫する点

④動画完成までのスケジュール

⑤業務実施体制（従事者の役割分担、市と提案者との連絡体制等）

イ 業務参考見積（金額は税込み）

様式は自由、ただしＡ４版とする。

(2) 提出部数

正本１部 副本８部

企業名の記載等は正本のみに行い、副本については提出者を特定するこ

とができる内容（具体的な会社名や記号等）を記載しないこと。

(3) 提出期限

令和６年５月27日（月）午後５時までに秋田市環境部環境都市推進課に

持参すること。

(4) 受付時間

平日の午前９時から午後５時までとする。

７ 企画提案のプレゼンテーションおよびヒアリング

プレゼンテーションおよびヒアリングは、次により行う。なおプレゼンテ

ーションは１者10分以内とし、その後、審査委員からのヒアリング(質問な

ど)を行う。

(1) 開催日時（予定）

令和６年５月30日（木）午前10時から

(2) 開催場所（予定）

秋田市役所６階 ６－Ａ会議室

(3) 内容

６により提出済みの企画提案書について説明を行うこととし、新たな資

料の提出は認めない。

(4) その他

集合時間、場所等については、後日連絡する。

８ 受託候補者の選定

(1) 参加者からの企画提案書類に基づき、小学生向け食品ロス削減啓発動画

制作業務委託公募型プロポーザル審査委員会において審査する。
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(2) 評価項目および評価点などについては、別紙「小学生向け食品ロス削減

啓発動画制作業務委託公募型プロポーザル審査表」のとおりとする。

(3) 評価点の総合計が最も高い者を受託候補者に選定する。また、２番目に

高い者を次点候補者に選定することとし、受託候補者が辞退した場合や契

約締結の交渉が不調のときは、次点候補者を受託候補者として繰り上げる

こととする。

(4) 評価点の平均が基準点（60点）を下回った場合は、総合計が最も高い者

であっても受託候補者に選定しないものとする。評価点の平均は、総合計

を審査員数で除した点数とする。

(5) 評価点の総合計が最も高い者が同点の場合は、審査委員の協議により受

託候補者を選定することとする。

(6) 参加者が１者であった場合も、審査により受託候補者を決定する。

(7) 選定結果は、参加者に対し、書面により通知する。

(8) 受託候補者の決定後、選定結果、各提案者（選定されなかった者につい

ては会社名を除く。）の順位、評価点など選定の経過について、秋田市ホ

ームページで公表する。

９ 受託候補者に選定されなかった者への理由の説明

受託候補者に選定されなかった者は、通知をした日の翌日から起算して、

５日以内（休日を除く。）に、次に定めるところにより、非選定理由につい

て説明を求めることができる。回答は、説明を求めることができる最終日の

翌日から起算して、５日以内（休日を除く。）に、書面により通知する。

(1) 提出様式

様式自由、ただしＡ４版とする。

(2) 提出場所

秋田市環境部環境都市推進課

(3) 受付時間

午前９時から午後５時まで

10 契約の締結

８により選定した者と契約の交渉を行う。交渉が不調のときは、次点候補

者と契約の交渉を行う。

11 企画提案書類の無効

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書類を無効とする。
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(1) 提出期限を過ぎて提出された場合

(2) 提出書類の記載に虚偽があった場合

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合

12 その他

(1) 本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。

(2) 企画提案は未発表のものであると同時に、他者の著作権を侵害するもの

でないこと。著作権侵害が明らかな場合は、審査対象としないほか、決定

後に疑義が発覚した場合には、全て参加者の責任とし、審査結果の発表後

であっても取り消す場合がある。

(3) 参加表明書等および企画提案書類は、返却しない。

(4) 参加表明書等および企画提案書類は、提出者に無断で本プロポーザル以

外に使用しない。

(5) 参加表明書等および企画提案書類は、秋田市情報公開条例（平成９年秋

田市条例第39号）に基づく情報公開請求の対象となる。

(6) 市は業者選定後、受託候補者の企画提案内容に拘束されない。

13 本件に関する問合せ先

秋田市環境部環境都市推進課

ごみ減量推進担当

電 話 018-888-5708

ＦＡＸ 018-888-5707

E-mail ro-evcp@city.akita.lg.jp


